
様式第1－1号
…号 1 1－2－7－1

書支出証拠

（今派兵．萎昌田卓i自民改革会議 ・植田 徹 ）

’

１
－

政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

1/2

領収書金額(a)案分の理由

私用と1/2按分のため
50,000円50％100,000円

経費項目 譲砺讃.研修費.蝿,鑑.露調靜瀧績.会議費･静H鰔費鮮陶費･事務費感･人件費

内 容 事務所土地賃貸料（7月分）

年月 日 令和3年7月1日～令和3年7月31日 金額 50,000円

目的

使途
一

政務活動

県政との

関連性

＜ﾛ貝↓Ⅸ吉貝占1,』1千'〃

零120万円のため月額100,000円

領収証原本は令和3年1-2-坐lに添付
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様式第1－1号

②（
支出証拠書

リ

名・議員腰

塙'.“‐ イ冷艮/zo"Hq八珂月拶貝／〃〃/制

t在塗_と
ZP〃〃／ろ ハブ蜀五4－脚／上

鑿琿番号 1-2-4戸1

経費項目 錘,潅.確費.広臆広識.璽諦講話鑛・差譲･鮮胸蹟･齢'購噴事務費“)･人件費

内 容 事務所土地賃貸料（4月分）

年月 日 令和3年4月1日～令和3年4月30日 金額 50,000円

目的
.＝一

使途
－

政務活動

県政との

関連性

－

案分の理由

私用と1/2 按分のため

領収書金 F(a)

100,000円

暉
皇
〆 訟率(b)

1／2

50％

』異猿《ロ割冥_エ山河只kaJ、Uノ

50,000円



様式第1－1号

書支出証拠

ｲ全派皐ｬ．簔昌旺尭 自民敵菫会議 ・植田 徹 ）

l経費項目 ;箔砺讃研豊賓.噸罐.霊調調篭憤蓋譲･資料傭蹟･資料購7蹟恩義翻漬･八件費

内 容 事務用品費（コピー機トナー代）

年月 日 令和3年7月5日 金額 22,000円

目的

使途
一

政務活動

県政との

関連性

ー

く領収琴{占付枠＞

複合機(コピー機T2000用トナー黒大成事務機富士祠享原1367-4
44,000円×1/J22,000円

領収識ﾘ添付

案分の理由

私用と1/2 按分のため

領収書金額(a)

44,000円

案分率(b)

1／2

50％

政務活動費支出額(a×b)

22,000円
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3年7月 ざ日I

画｡二一画一口一ｰ＝ローーー凸h

卜記Eに領収いたLま.した
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消費税等
ロー■P■再ロロロロ一一一一口＝

静岡県富士

大成 F !
－

１

１
世

Ｉ

TELO
HMIsAooBSO809

V

屯
・
ロ
・
』

納品書 IQN21062801

令和3年 6月 28 日

大成事務 葡ﾛ
〒419-0201

静岡県富士市厚原1367－4
TEL,0545-71=7187 AX.0545-71-3878

の帝甫V】納r枯封

〆摘要：

ロ 番 品 七

複合機T2000C用トナー黒

数量

1

単位

本

単 価

40,000

金 額

40,000

備 考
木 五丁画哲

消費税
1 4,000 4,000
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¥44,000



様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）
ｨ全派皇．簔昌氏楽 白民改革会議・植田徹）

蒔覗悪 一一一－－1

政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

／

領収書金額(a)案分の理由

政務活動に資する団体会

費のため、全額充当する
10,000円100％10,000円

…理杢呑 1-2-7-3

経費項目 (適霊･研修費

内 容 富士山観光ビューロー年会費

年月 日 令和3年7月 8 日 金額 10,000円

会の活動

内容等
別添定款の一部写しのとおり

政務活動．

県政との
同R－I p7

富士山観光は県政の重要な課題

＜領収書貼付枠＞

7月8領収

令和3年4月へ令和4年3月 12ケ月分充当

Z…曇繋貢.雨徒ﾊ全日11.重茎i呼亜･厚房砺（岸款の一部写し）令和2年1－2－”参照
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一般社団法人富士山観光交流ピｭｰﾛｰ会費納入依頼書兼領収書178
植田徹様

領
収

\10, 000
但 令和3年度会費

口 円

※ご希望の口数

をご記入ください
害

静岡県富士市川成島654-10

一般社団法人

上記の通り領収いたしました

請求日 令和3年7月1日

納入期限 令和3年9月30日

鬮謂機閏印又'…な…腫無”

富士山観光交流ビューロ

理事長牧田一

電話0545二64-3776

収納機関出納印



/-z-"-g 富観ピ第15-1号

令和3年7月1 日

一般社団法人

富士山観光交流ビューロー会員様

一般社団法人

富士山観光交流ビューロー

理事長牧田一郎

令和3年度会費納入について（お願い）

日頃より、当ビューローの運営には多大なる御協力をいただき厚くお礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、経済活動へも大きな影響を与える中、会員の皆様におかれまし

ては、日々の経営にご尽力されていることとお察しいたします。

大変厳しい経済情勢の中、誠に恐縮ではございますが、当ビューローの運営の基盤となります令和3年度の

会費の納入につきまして、下記のとおりお取り計らいくださいますようよろしくお願い申し上げます。

今後も、刻一刻と状況が変化する中、私共も、総力を挙げて会員の皆さまのお力になれるよう尽力してまい
りますので、お手伝いできることがございましたら、遠盧なく、相談いただきたく存じます。

記

正会員 1口10,000円 1口以上

特別会員 2口10,000円 2口以上

1． 金 額

富士信用金庫田子浦支店普通預金

0223766

一般社団法人富士山観光交流ビューロー

会員理事長牧田一郎

金融機関

口座番号

名 義

2． 振込口座

令和3年9月30日 （木）3． 納入期限

以外の金融機関からのお振込み手数料は、貴負担にて富士信用金庫（納付書による）※誠に恐縮に存じますが、

お願いいたします。

一般社団法人富士山観光交流ビューロー

〒416-0939静岡県富士市川成島654-10

TELO545-64-3776FAXO545-62-0464

担当■■■■■■■■■■
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一般社団法人富士山観光交流ビューロー定款

第1●章栓則

一般社団法人

富士山観光交流ビユー
搾称〕

第1条当法人は､一般社団法人官士山観光交流ｭｰﾛｰと称する。
l

（亭務所）

第2条当法人は､主たる事務所を卿同県富士市川成昌654番地の10に置く.
2当法人は、理事会の壼決を径て､従たる事務所を必要な地に置くことができ

る。

ロ－

（目的）

第3条当法人は、宙士山に代表される、富士市及び周辺地域の観光交流資源を
活用し､多概な主体の雪§のもと､観光交流､物産振興及びﾖﾝべﾝｼﾖﾝに
関する本柔遊推進することによって、地娃の経済発展舟衣ｲ圃艮輿、相塞解の
促進に寄与し､T住んでよし､肪れてよし｣の地域実現の一助となることを目的
とする．

(銅

第4条当法人は､前条の目的に資するため､次の事業を行う｡
（1）地域セールス活動及び誘客活動
（2）地域の観涯流憶報の収梨、窪及び発信
（3）観光交霊け入れ態勢の整儲、観光交流商品造成及び人材育成
(4)会鮭.大会等のｺﾝぺﾝｼｮﾝの震致促進及〔瞬け入れ態勢の茎圓
(5)観光交流の効果的な推進のための基&整備
（6）旅行漆法に基づく旅行業
（7）前各号に掲げる事業に附特し又は関連する事業

(公告）

第5条当法人の公告の方法は、危子公告とする｡
2やむを得ない事由等により､醗子公告によることができない坦合は、静岡市
において発行する静岡新聞に掲斌する方法による｡

平成23年10月1日

1

(資格の喪失）

第10条会員は､狭の各号のいずれかに該当するときは､その資絡を喪失し､退
吋る．

（1）退会したとき｡
（2）後見困始または保佐閲始の審判Iを受けたとき■
（3）死亡し､若しくは失除丘告を受け、又は会員である団体が解散もしくは

稲減したとき｡

(4)2年以上会費を稲紬したとき､又は期限を定めて督促しても支払わない
とき。

（5）除名されたとき｡
（6）趣会員の同意があったとき｡

ｑ
■
Ｊ
Ｊ
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当法
人､理事会及び嘩予

は､その槻関として、社員雀会及び理率のほか

第2章会員

（会員の疵u）

第7条当法人の会員は、次の3菰とする。
（1）正会員当法人の目的に誼同して入会した個人又は団体
(2)時別会員当法人の目的に賛同して入会した地方公共団体又は同和寸柧
光・経済関連団体
(3)名巷会員当法人に功労簸あったもの又は学職怪験者で総会において推薗
されたもの

2会貝は､一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日
号外法律第48号以下「法人法」という)上の社風とする｡
3会只の権利等については、zﾘ変1に定めるところによる｡

(退会）

第11条会貝が退会しようとすると君は、皀事会の謎農を径て、遅事会が別に
定める退会届を理事長に提出して､いつでも退会(以下『退社」という）する
こと渉できる｡

2 6減の退会届は､退会の効力発生日の1か月前までに､当法人に対して提因
するものとする.ただし､やむをえない害由があるときは､この限りでない。
3退社しようとする者は、所定の馥務を完了しなければならない｡

い会）

節8条正会員又は特別会貝になろうとする個人又は団体は、理事会が別に定め
る入会申込害により､申し込まなければならない。
2入会は､理亭会の承認を将なければならない。
3団体たる会員にあっては､団体の代表者として当法人に対してその権利を行
使する者1名（以下「指定代表者）という）を定め､理事会に届け出なければ
ならない・

4第1頑の入会申込書の配“頭の変更又は指定代表者に変更があった淫合は、
途やかに別に定める変更届を理本会に提出しなければならない｡
5名答会員に推された者は、本人の承匿をもって会貝になるものとする｡

（除名）

第12条会員が次の各号のい･ボれかに該当するときは、篭会において正会員及
び特別会員の総数の3分の2以上の艦決によりこれを除名することができる.
（1）当法人の定款､規則又は総会の醗決に違反したとき｡
(2)当法人の名誉を般狽し､又は､当法人の設立の趣旨に反する行為をした

とき．

2 nmの規定により会員を除名しようとするときは､除名の騒決を行う鵠会に
おいて､その会員に弁呪の観会を与えなければならない．

拠出金品の不返還）

第13条一旦納入した会喪その他の拠出金品は、返逓しない｡（会饗）

第9条会員は、当法人の目的を達するために会費を納付しなければならない。
ただし､名誉会員及び理志会の決激を経て理事会が別に定める正会員又は符別
会風については会受の納付を免1薄ることができる｡
z会賓の額および徴収方法は､篭会の議決を経て､理率会が別に定める｡
3会災は､法人法上の経妥とする｡

3

２
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（縫会の種別及び開脚
第17条当法人の総会朧定期総会及び臨時総会の2菰とする｡
2定期総会は､･毎亭茶年度の陰了後3か月以内に招集し、毎年1回開催する･
3臨時捨会は､次の各号のいずれかに麟当する場合に開催する。
（1）理恵会が必要と留め､招集の加求をしたとき｡
（2）正会員等の耗致の5分のユ以上から会諺の目的である郵汲ぴ招集の理
由をfB戦した蔀により招集のI胃求があったとき｡

（3）第25条第5坂第4号の規定により監事から招集の開求があったとき､
又は監亭が招梨したとき。

(会員名簿）

第14条当法人は､会員の氏名又は名称及び住所を記叙した会員名簿を作成す
る。

2会員名縁をもって、法人法上の社員名簿とする｡
3 当法人の会員に対する通知又は催告は､会員名簿に記載した住所絵員が当
法人からの通知又は催告を受ける劉所又は逵篭先を当法人に通知した場合陸
その母所又は迎維先）に宛てて発するものとする｡

第3章社員総会

第18条捻会は､法令に別段の定め瀞ある過合を除き､理率会の訣f崔に基づき
鰹会の招姻

妻亭長力B稲梨する｡
2沼築地は､当法人の主たる割悪所の所在地とする｡
9理事長は､前条第8項の規定による誼求があったときは､その日から30日以

扉嚴潅を棚集しな”群ら戦､．
4総会を招無するときは､正会員蝋ら対し､会識の日時､過所、目的及U審謹
錘を記域した書面をもつで､間脳日の7日前までに通知しなければならな

5希望する正会員等に対しては、前項の書面をもってする総会招集通知に代え
い①

て、招梨を電磁的方法により行うことができるひ

第19条総会の壁長は､理事長がこれに当たる｡理事長に本故あるときは、そ
驍会の雛長）

の捻会で訟長を遅出する｡

陰会の定足数及び藍決）
第20条総会は､正会員等の総数の2分の1以上の出席がなければ閲会するこ
2袷会の蔽決は､この定款に別に規定するもののほか､出席した正会員等の絵
とができない。

散の過半数をもって決する｡この溺合において、諺畏は陸決隠加わる繕uを
有しない．ただし､可否同数のときは､艤長の決するところによる｡

3前項の規定にかかわらず、次の決諺は､総正会員の半数以上であって、醤正
会貝の薩決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う･

（社員緯会の栂成及び竪決樹
第15条社員総会（以稚会という）は、第7条第ﾕ項に定める正会員及び特
別会員（以下「正会員等｣という｡）をもって霧成する｡
2正会員簿は、各1個の詮決椎を有する｡

健会の枢掴

第16条総会は､この超〈に別に規定するもののほか、当法人の逗営に関する
重要れ“のうち次に掲げる錘を匪決する｡
(1)入会の基準並びに会喪及び入会金の金額
(2)会員の除名

（3）役風並びに会計監査人の迩任及び解任
（4）役員の報剛|の額又はその規定
（5）各宰誇度の決算報告
(6)錘の変更
（7）長期借入金並びに重要た財産の処分及び議受
(8)解倣

(9)合併並びに鐸の全部及び割諜の亙要な一部の譲渡
(10)理癖会において総会に伽慨した“
(11)前各号に定めるものの他、法人法に規定する麺及びこの定款に定める事
興

2総会鹿法人法上の社員縫会とする。

（1）会只の除名
(2)癖の解任
(3)定歓の変更
（4）解散

5

4

第24条理本おょ［濫砺は､正会貝及び特別会員(団体にあっては指定代表執
（役員の逓任）

の中から迩任する｡ただし､必要があるときは、会員以外のぎから選任するこ
とを妨げない。

2理乎および監事は､総会の決鮭によって選任する｡
3理亦炎、副豆喜長、専窪事及び席務理率は､理癖会の決騒によって壹亭の
中から週任する｡
4理車及び監寡は､相互にこれを兼ねることができない｡
5理率のいずれか1人とその親族その他特別の関係にあるものは、理事と左る
ことが出来ない｡

6監窪は、相互に観族そのM識』jの関係にあるものであってはならない｡

(5)公益目的事業を行うために不可欠な時定の財産の処分
（6）その他法令で定めた｡可足
4理事又は監率を還佳する匪案を決誰するに際しては､候補者ごとに第Z項の
決釜を行わなければならない｡この場合において､理事ﾂZは監事の儲怠者の
合計諏環23条に定める定数を上回る場合には､過半数の賛成を得た候補
者の中から褐票敦の多い願に定数の枠に達するまでのものを選任することと
する。

（約会の替面表決詞
第21条やむをえない理由のため総会に出席できない正会員等はへあらかじめ
通知された事項について審面をもって表決し､若しくは他の正会員等を+t理人
として表決を委任することができる｡この場合において、前条第1項の規定の
適用については､出席したものとみなす。
2会貝は､前項の書面をもってする表決叉は委任に代えズ､当該表決又は委任

を電磁的方法により行うことができる｡

（役員の唾権瞬
第25条窪事長は､当法人を代表し、その業務を銃活する.
2副理郡長は、理事長を柚佐し、理事長に事故があるときは､理率会があらか
じめ指定した順序に従い､その職務を代行ずる･
3専務理事は、淫亭長及ｴﾒ副理率長を補佐し、当法人の柔務を彰吋子する｡
4総務理事は､当法人の集務を分担し実行する｡
5監宰は、次に掲げる職務を行う.
い)理事の粟務執行の状況を毒すること
(2)当法人の会計を＝ること
（3）会計及び業務の執行につき､理率会並びに捻会に報告すること
（4）前号の報告をするため必要があるときは、理事会若しくは総会の招采を
鮒求し､又は理事会若しくは総会を詔乗すること

股貝の鯉明）
第26乗理事の任期は､退任役2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定期診会の譜詰の時までとし､再任を妨げない｡
2監那の任期は、選任後Z年以内に蕊了する本案年度のうち斌終のものに関す
る定期総会の終結の時までとし､再任を妨げない。
3柿欠として選任された理呼又は監事の任期は､前任者の任期の満丁する時ま
4珊員により選任された淫本の任期は､他の在任理來の任期の残存期間と同一
でとする。

5理亦及び監率は､辞任又は任期演了により退任した甥合であっても､定員を
とする．

欠くに至った程合には、新たに避任されたものが就任するまでは、その蔵務を
行う枢利妓務を有する｡

（総会の薩事録）
第22条鎗会の霊事については、次に掲げる輻1を配鐘した譲事録を作成しな

ければならない。

(1) 日時及び場所
（2）正会員等の現在数並びに会法に出席した正会貝等の数及び氏名（麺表
決者及び表決委任渚の場合にあっては､その旨を付記すること｡）

（3）審薩…ぴ認決到唖
(4)磁事の経過の祇要及びその結果
(5)醸宰録署名人の退任に閲する…
2酸亭録に匙鮭長及びその詮会において退出さｵ1"上藍忍f録署名人が悪名及び

押印をしなければならないﾛ
3薩事録は、総会の日から10年間当法人の主たる輯銅Tに価え詮く｡

第4章役員等

緩覺躍入に次の"壷腫<
（1）理事3名以上25名以内
（2）監事2堀以内
2理事のうち1名を理か長､4傘以内を副理亦長とする｡
3前項に定めるもののほか､当法人に専務理宰及び常務理事を図くことができ

る。

6
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第5章理事会
（役員の解働

第27条役員は､鑓会において､正会員及び特別会員の縫数の3分の2以上の
薩決に基づき､これを解任することができる．
2 肖禰Xの規定により､役員を解任しようとするときは､解任の決賊を行う諾会
において､その役員に弁明の椴会を与えなければならない｡

（顧問）

第28条当法人に､眼問5人以内を置くことができる｡
2顧問膳理事会の同窓を得て､理事長が委嘱し､総会において選任の決鮭を

,雲鵲1選…の騒悶に鯵じ意見を述べ､叉は舎震に出扇して意匪述べる
ことができるﾛ

4顧問1こついては、第26条ユ項及び前条の規定を準用する.この場合にお
いて､第26条1項中「理事」とあるのは『顧問｣と､前条中｢役員」とある
のは「顧問｣と読み替えるものとする。

（報訓

第29条役員及〔瞬間は､焦給とする｡ただし、倦動の役貝については議合と
することができ､その報酬、賞与その他の恥務執行の対価として当法人から受
ける財産上の利益似下「報酬等｣という)は、総会の決訟をもって定める.
2役貝及び顧問には受用を弁償することができる｡
S前2項の規定の適用に関し必要な事項は､理亭会の註決を経て､理事長が別

（理亭会の栫成）
鰯3ﾕ条理率会は、全ての理事をもって栖諒る｡

軽率会の権御

第32条理毒会は､この定款に別に定めるもののほか､枚に掲げる“を決露
する。

（1）詮会に付砿すべき錘
（2）当注入の鍾舗行に関する“
(3)琴の唾諮執行の監督に関する函
（4）理事長、副理家長専窪事､羅霊事の選定及び解載に閨する本項

（理事会の証U及び開催）
第83条理享会は、通常理亭会及び臨時理事会の2粒とする.
2通常遅事会は､毎年2回以上開催する.
3富旧霊亭会は、次の各号のいずれかに薩当する堀合に閲催する.
（1）蓉長が必要と認めたとき．
(2)理宰長以外の理事から会砿の目的である事攻をgE砿した書面をもって理

事長に招集の開求があったとき、又'3理事が招集したとき｡
(3)第25条第5項第4号の規定により匡事から招集の賭求があったとき､

または摩が招集したとき.

姪事会の招鋤

第34条理本会は､第25条第5坂第4号の親定により監事が招案する場合を
除き､理事長が招集する｡
2雲長は､前条第9項第2号又は第3号の規定による請求があったときは､
その日からﾕ4日以内に臨罐事会を招集しなければならない．

3理事会を招粂するときは、理事及び監事に封し、会詮の日時、場所、目的お
よび密I掴額を記戦した書面をもって、開仙日の7日前までに通知しなけれ
ばならない｡ただし､緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた
方法により通知することができる｡

4套事長が欠けたとき又は理事長に事故があると営陸第25条第2頚を準用
する。

軽率会の碓長）

第35条理本会の融長は､理亭長がこれに当たる｡

9

に定める。

樫本の利益相反）

第30条逗事が次の取引をしようとする場合には､社員総会において、その取
引について重要な事実を閲示し、その承淫を受けなければならない。
（ﾕ〕自己又は第三者のためIこする当法人の事案の部類に属する取引
（2）自己又は第三者のためにする当法人との取引
（8）当法人がその理亭の侭務を保証すること､その他涯謝F以外の者との間にお
ける当法人と､その理事との利益が相反する取引

8

樺案報告及び決塀

第41条淫事長は､毎事案年度終了後、当法人の事柔報告及び決算について､
次に掲げる審類及び第1号から擁3号までに掲げる密額の付属明細番を作成し
なければならない｡

(1)事柔報告
(2)貸借対照表
（3）損益計算書

（4）財産目録
2理事長は、前項の宿類を作成したときは､監事の監垂を受けた上で理事会の
承認を経て鍵会に提出し､第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号
から第4号までの袴類については湫冨を受けなければならない.
3 高徳Iの名額及びその付貝明細書は､当法人の主たる零鑑所に10年間備え置
くものとする｡

醐余金の不配当）

第42条剰余金の配当i3行わないものとする｡
鯵余財産の帰胴）

第43条当法人が#龍し､清算した結果残余財産がある場合は､その戒余財産
は、孜のいずれかに龍与するものとする｡
（1）当法人と類似の亭業を目的とする公益社団法人又は公益財団法人
（2）公益社団法人及び公益財団法人の昆定に関する「公益社団法人及び公注

財団法人の毘定等に関する法律】第49号第5条第17号イから卜まで
に掲げる法人

（3）国若しくは地方公共団体

(定足敗等に関する規定の革用〕
第36条理事会については、第20条から第22条までの規定を準用する.こ
の場合において､これらの規定中『総会｣とあるのは｢理刻F会｣と､「正会員鋤と
あるのは『理事｣と院み署えるものとする.

（委員会）

第37条理事長は、当法人の本尭の円滑な運営を図るため必要があると認める
ときは、理事会の決碓を経て委員会を砥くことができる｡
2委貝会に関し必要な堀[は、理事会の諺決を経て理事長が別に定める.

第6章基金

（差金の創闘
第88条当法人は､基金を引き受ける者の募集をすることができる｡
2拠出された差金は､当法人が解散するまで返還しない｡
3基金の拠出者は前刃Iの期日までその返還を館3滝ることはできない．
4基金の返還の手統については、基金の返遇を行う場所、迩鼠の方法その他の
必要堆率項を清岬人において別に定めるものとする｡

第7章計算

（可喋年度）

第99条当法人の事粟年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期と
する．

（本桑計画及［"夫子”
"40条理事長は評柔年度開始日の前日までに事案叶面及び収支計算を作成
しなければならない｡
2浬姦長は倉f厚〔の規定により事柔計画及び収支予算を作成したときは理姦会の
決醗を経てその後段初に招集される緯会において承配を柵なければならない。
これを変更する濁合も同樺とする.
3前項の規定にかかわらず、総会の承淫を得ることができないときは、理宰長
は､総会の承毘を無られるまで､前年度の予算に準じて収入又は支出をするこ
とができる.

4前項の収入及び支出については、その事業年度の収支予算案の承認を得る総
会においてその承閏を得なければならず､また、新たに成立した予算の収入支
出とみなれ

ユ0

第8章事務局

樺務局の設置〉
第44条当法人の宰繁を処理するため､事務局をBR侭する｡
2蕊局には率務局長の他必要な唾貝を置くﾛ
3事務局長は､当法人の亭誇を銃活する
4事務局喝h員は､事務局長の指揮を受け､当法人の宰務を処理する｡
5事務刑の職員は、理率長が任免する｡
6前項に規定するもののほか叫蛎局及び職貝に閲して必要な平坂は、理事会の

決融を経て､理事長が別に定める｡

11
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(特Z｣痢益の禁止）
第49条当法人は､当法人に財産の磁与若しくは迅剛をする者､当法人の役員
若しくは正会負又はこれらのものの親族に対し､施股の利用､金Aiの貸付、庚
産の酸渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び卒業の運営に閲し
て時別の利益を与えることができない｡

殴初の専業年度）

第50条当法人の品初の事業年度は､当法人設立の日から平成24年B月81
日までとする.

（備付け限簿及び啓類〕

第45粂主たる事務"には､秋に掲げる筈頻及び恨祁を備えて極かなければな
らない．

（ﾕ）霊

(2)会員名簿及び会員の異動に閲する書家
（3）理事､監事及て緬問の名惇
(4)事業計画及び予算に関す弓る香奴
（5）亭柔報告及び決算に関する番顔
（6）定歓に定める槐関の霞事に関する香類
（7）理事、監事及び顧問の履歴番
（8）職員の名緯及び履歴書
（9）その他必要な書類
2 h面第1号から策5号までに掲げる富類については､これを一般の閲覧に供

しなければならない。

別
帝全日

特別会員
区分 団体1 便人

O｜○ ○
･麓会における蔽決権

対応に則ると伴に､本人の意向を尊重して＊「個人情報の保霞に闇する法律｣第9章定款の変更及び解散

（定款の変更）

第46条この定款は､鵠会において総正会員等の半数以上であって鎗正会員等
の鮭決栴の3分の2以上に当たる多数の決釜をもって変更することができる｡

個織の解説

第47条当法人の錨については法人法第148条第1号､第2号及び第4号
から第7号壹でに規定する事由によるほか､総会においてお会員等の半数以上
であって、総会員竿の酸決権の3分の2以上に当たる多数の決鮭により侭散す
ることが出来る｡

第10章補則

(委田

第48条この趣に規定するt
郵会の決註により別に定める｡

この定款に規定す.るもののほか、当法人の運営に関し必要な事項は、

週

皿



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名 自民改革会議 ・植田 徹 ）

鞠‘

籍嬬看

経費項目 鋤･研修費･広聴曄蹟･鶏繍靜踊潰･会議鐸M愉畷鮮鯛費事務費･事翻漬･人件費

内 容 県庁にて調査研究

年月 日 令和3年7月12日 金額 7,860円

目的 下記のとおり調査研究

使途 交通費(JR新幹線回鐸

政務活動．

県政との

関連性

県事業の内容…伏況を確認し、

5

政策提言に活がすb

■も I〆、厚毛巨〃■H■ 寺 ﾛ ﾛ ｰｰ

(7月12日回鑑領侠証7,860円）

7月12日→巨騨券N0,1～N0,2を使用(2,620円）→議員総会

7月13日→回数券N0,3～N0,4を使用(2,620円）→健康福祉部へ富士市要望

7月15日→回数券NO,5~N0,6を使用@,620円)→経済産舞瞼融深

7,860円

庶l垂

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

7,860円

案分率(b)

／

100%

…UH…具へ閂”屯、L令"､厚〃

7,860円



様式第1－1号

…番号 ’ 1-2-7~5

支出証拠書

(会派名・議員氏名 自民改革会議 ・植田 徹 ）

領収害

灘陥pt202
金調 ￥7，

〔クレジット抑

購入商品 JR#

職雛鰡
(東）新富士馴
枡富士MIMV804鞠垳

,19

措淵gfI

経費項目 趣･研修費･広繍織費･霊調靜翻費･会議費･"fsW廟蹟鶴購磧･事務費･事翻漬･人件費

内 容 県庁にて調査研究

年月 日 令和3年7月19日 金額 7,860円

目的 下記のとおり調査研究

使途 交通費(JR新幹線回数券）

以痢口到＝

県政との

関連性

県事業の内容や進捗伏況を確認し､政策提言に活かすも

U〆、苧一目"■戸U 己 ﾛ ﾛ

(7月19日回鑑領収証7,860円）

7月20日→回数券N0,1～N0,2を使用(2,620円）→交i甫墓艀部都市計酒課

7月26日→回数券N0j3～N0,4を使用⑫,620円)→くらし薬諒瓠辱蛎果
7月28日→回数券N0,5～N0,6を使用(2,620円）一教育委員会総務課'/W7!し

7,860円

I

’

＝

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

7,860円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

7,860円



1－4号様式第

轄琿番号 1-2-7-6

支出誼処書（自動車燃料代）

（会派名・議員氏名自民改革会議・植田 徹）月分】【 ７

|く領R書貼付枠>

|密蕊同士犀蝿陶
富士市厚原語首下22-1 6,858円×1/2=3,429円
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沼
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Ｈ

区分 前回給油(飼収書貼付分)A 今回値近か給油B 総君了品鴎佳C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

君子距離 km km km

(経費項目別充当銅

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円）×走行Mmf(km)

※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円）×君丁距離(m)/総走行距離(上記C)b)

君了"f(knj 積算方法※ 充当額（円）

円× 1ぐm/ km 3,429円

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明します6議員氏名植田 徹

案分の理由

私用と1/2 按分のため

領収書金額(a)

6,858円

案分率(b)

1／2

％

…口甥冥冬山密、q〃、Uノ

3,429円



様式第1－1号
…番号 i l-2-7-7

書支出証拠

(今派楽．義昌氏楽 自民改革会議 ・植田 徹 ）

経費項目 謹職費研修費蝿露蕊繍謂露会議鶏臓潰鮮陶費事務費事翻溌⑬
内 容 事務員雇用

年月 日 令和3年7月1日～令和3年7月31日 金額 210,000 円

目的 政務活動を補助する職員を雇用

使途 7月分給与

政務活動

県政との

関連性

面 『〆､ｰマーク戸■ ー

合計210,000円であるので、会派内規により限嘩210,000円を充当する。

領収書は別添付

案分の理由

全て政務活動

給、1名実績

･2名固定

領収書金額(a)

210,000円

案分率(b)

／

100%

政務活動皇島支出額(a×b)

210,000円
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１

１

１
１
１

１１

給与支払明細書

令和3年7月分

’

給与支払明細書

令和3年7月分

’

1

1

給与支払明細書

令和3年7月分

Ⅱ

I

’

氏名 給与

手 当

手当
手、【2
丁。 手当計

支給額

合計

控除

社保 …。

詞
》

受領印

■
■
■ ■ 85,㈹0 85,帥0

＝ ＝

■■

氏名 給与

， 手 当

手当
壬、If
司一＝。

弓－，12詳
手．pI

率
鎬

控除

社保 控除計 鍔

戸
ワ

茎
室

受領印

l■■ 85,MO
85,㈹0 ■

■■ 40,000 40,000 ■
氏名 給与

コニ 虫
子 ＝．

手当 手当 手当計

支給額

合計

控除

社保 捜溌計

差引

控除額

受領印



会派様式第5号

雇用実績表

7月分 氏 名 ﾛ■■ ■■■

日 曜日
雇 用

時間数
うち政務活動

業務時間数
政務活動業務内容

1

2

3

木

金

土

2．5

2．5

2.5

2-5

政務調査に関わる作号鴬及び県議会だより発行に伴う作業全般
率ﾏ.‐合0戸一へ壬.LII=~n-AIf="ftpL愁垂三田＝『一目月毛ス咋営

4 日

5 月 2.5 2.5 政務調査に関わる作業及び県蕊会だより発行に伴う作業全般

6 火 2.5 2.5 政務調査に関わる作業及び県議会だより発行に伴う作業全般

7 水

8 木 2.5 2－5 政務調査に関わる作業及び県議会だより発行に伴う作業全般

9

0

金

土

2.5 2．5 政務調査に関わる作業及び県議会だより発行に伴う作笥

1 日

2 月 2.5 2．5 政務調査に関わる作業及び県議会だより発行に伴う作ﾐ全般

3 火 2.5 2．5 政務調査に関わる作業及び県議会だより発行に伴う作業全般

4 水

5 木 2.5 2．5 政務調査に関わる作業及び県議会だより発行に伴う作業全般

6 金 2.5 2．5 政務調査に関わる作業及び県議会だより発行に伴う作業全般

7 土

8 日

9 月 2-5 2．5 政務調査に関わる作 畠及び県議会だより発行に伴う作業全般

20

21

火

水

2.5 2．5 政務調査に関わる作業及び県議会だより発行に伴う作業全般

22 木

23 金

24 土

25 日

26

27

28

月

火

水

2.5

2.5

2．5

2．5

政務調査に関わる作業及び県議会だより発行に伴う作業全般

I以読調宜1－1詞イノ01~F未ユリ玩竜画我＝ノー歩ツフゼ1J 1－1十ノ．IF奉＝円又

29 木 2.5 2.5 政務調査に関わる作業及び県議会だより発行に伴う作業全般

30 金 2-5 2.5 政務調査に関わる作業及び県議会だより発行に伴う作業全般

31 土

計 40-0 40．0

上記のとおり雇用したことを証明する。 令和3年7月30日
会派･議員名 自民改革会議植田徹

{政務活動費充当計算}①又は②の算式を用いて､政務沽動貧充当分を算出すも。
①(B){ 40.0時間分}×単価{ 1,000円}=40,000 円
②総支給額{40,000 円｝×40.0 /40.0=40,000 円



様式第1－1号
1－2－7－8薬理番号

書支出証拠

ｲ全派曇．誌昌圧牟i 白民改窪讓 ・植田 徹 ）

|経費項目 識蕊職賓.,修費.圃諏鍛費.雷識艤蒋擴･会譲･舞陥殿･繩･雫費･義銅漬･人I積

内 容 新聞購読伶和3年7月分）

0 9ウ

キ

年月 日 令和3年7月1日～令和3年7月31日 金額 5,102円

目的 県政に関わる情報収集

使途 7月分購読料

収誘1古禺〃

県政との

関連性

県政に関わる情報を収集し、政策や質問の参考にする

安倍新聞店7月分5,102（8月2日引き落とし）
静岡新聞セット 3j.･300円

ふじニュース 980円

岳南朝日富封仮 、’ 822円

別添鼠帳コピー参照

案分の理由

すべて政務活動に

かかる もの

領収書金額(a)

5,102円

へ／J U ,ー〃

／

100％

學画ロ畢星へ閂醒、亭”、曙〃

5,102円
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※他店手形・小切手等を入金されたときは、

「お引き出し金詞澗に払い戻しができる

日にちが表示されます。



様式第1－1号

雪

書支出証拠

議員B

華理番号

経費項目 調翻形讃.研修費.風誰蔚潰.蕊調誇溺費･会議費･鐸w厨蹟･舞騰'噴事溌費感人件費

内 容 電気料金（ 7月分）

年月 日 令和3 年8月 10 日 金額 5,065円

目的
一

使途

政務活動・

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

従量尋丁B 7,296円

個王電力 2,834円

7,296円十2,834円=10,130円

領収鐸＝10,130円×1/2＝5,065円

血I賎｡'辱し、明細譲り添付

｜’

案分蚤E(b) 政務活動費支出額(a×b)

10,130円

1／2

％ 5,065円
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※他店手形・小切手等を入金されたときは、

「お引き出し金割澗に払い戻しができる
日にちが表示されます．
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2021年8月10日のご利用代金明細表

2021年7月25日発行

｢嘉誌一一可~犀~蔚蕉
$

:お支払い日 1 2021年8月10日（火）

r~.一~~~~~一…~ー~~.~･~.~~--I-一一一-－－－~~一一~一一一.~－．－~~~~~~~~一~－．－一~~~－1

：お支払い合計額 ，88,845円

｜
一
Ｉ
Ｉ
Ｄ
ｒ

｜カスタマー番号
！ （サービス名称／ 1 2019年12月21日
｜加入・切替日） －－－－－－－－－－－－－－－----

--------.-.---.－－．--.----------.-.-.-------------.-I

L－－------.-.今.－.__－－－－－－－－-－－－－－－－－－-－－－－－－－------.---___------.--

各種ご照会･お申込みには会員番号が必要となりますので､お手元にｶｰドをご用意
の上、お問い合わせください｡

お客様の個人情報保護のため、口座番号の下3桁を表示し

ておりません
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株式会社NTTドコモ

東京都千代m反永田町2丁目 11番1号

登録番号関東財務局長第01421号

お問合せ先お手元にカードをご用意のうえ､お手続きください｡

。カードゴールドデスク0120-700-360 （午前10:00～午後8:00年中無休※）
※ただし、午後6:00~午後8;00については､一部受付できない業務があります

ｸﾚジｯﾄ紛失盗難 0120-159-360 (24時間年中無休）

携帯電話に関するお問合せ0120-800-000 (午前9:00～午後8:00年中無休）
ホームページ http:"dcmx.jp/
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様式第1－1号

書支出証拠

r今派皇．簔邑氏楽 白民散童会議 ・植田 徹 ）

｢冒一扉T-==一一一－－－~－－司

政務活動費支出額(a×b)ｊｂく》
”

領収書金額(a)案分の理由

私用と1/2按分のため
946円％1,892円

整理胃号

経費項目 調霞形讃.研修費.圃諏報費.霊陳祷轤嬢会議･鐸H罐･資料卿噴事務費鰄人仰賓

内 容 ガス料金（6月分）

年月 日 令和3 年8月 10 日 金額 946円

使途

j率沽到．

県政との

関連性

く損恨書貼付枠＞

領収金額1,892円×1/2=946円

､血f泉〆時し(手／‐拳－7‐71、痢一《てI



様式第1－1号

書支出証拠

名・議員氏名

…釆旦今

経費項目 識闇漬.研修漬.蝿認費.霊謝欝瀧績･簔霊･資紺需･鮮騰入費睡礒諦費･人件費

内 容 電話料金（7月諭莱'ｵ､）

年月 日 令和3年8月 10 日 金額 5,896円

目的
少

使途

篭勗
西寺古』畦

－

く領収書職寸枠＞

支払先NTTファイナンス f’』”円のうち、画. .

ドコモ使用料(090~2617=5154)

(2,480円＋1,790円）×1.10=4,697円

光員請刮吏用料7,095円

4,697円十7,095円=11,792円×1/2=5,896円

、明細書別添付

｣&廠創￥し､謬／-』-7ヅ(､弥珂、

案分率(b) 政務活動費支出額(a×b)
ー－尋

11,792円

1／2

％ 5,896円
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端末等代金分
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、グ

ﾛ

〆、

、グ

今宜襄示の料金合計×10%

〆、

、ノ 1

霊話番号毎の請求囚計

引用期間(6/1～6/3【』
）

〃、

、ノ

3支払冑I

荊用嘱
時調I田手

ダ、
L″

3月ご利用分

の他ご利用料金夕、

、ノ

お客様電話番号等
BILLING NUMBER

1■■■■■■■
請求年 月
MONTHOF ISSUE

内訳項目金額（円）
CHAMEBRWDGWNWEA『題oRY(YEM

内訳金額（円）
AMOUNT(YEN)

請求内訳
DETAILSOFCHARE

等詳細
BREAKDOWN 〔

本内訳は､各サービス提供事業者が
発行したものです。 〕
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***NTTドコモからのお知らせ＊＊＊

●各種お申込み・お手続き、ご契約内容の確認などは、インターネヅトからできます。
【スマートフオン】は。メニュー、【iモード】はIMenu、【PC]はドコモHPのマイドコモから
「ドコモオンライン手続き』をご利用いただけます。

●弊社分請求額のうち、料金回収代行分は、NTTファイナンスへ請求事務を委託しています。

t＊＊ユニパーサフI"サービス料について＊＊＊

ユニパー坊ルサーピス料は為ユニバーサルサービス(NTT東西
､加入電話等）の提供を確保するために必要な費用の一部を通信三 ﾛ

罫業者全体で電話番号数に応じて負担するユニバーサルサービス
刷度の趣旨に基づき、ご負担をお願いしている料金です。
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請 求年月
MONTHOF ISSUE

内訳金額（円）
AMOUNT(YEN)

請求内訳等詳細
DETAILSOF CHARGEBREAKDOWN 〔

本内訳は､各サービス提供事業者が
発行したものです。 〕
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ケータイお探しサービス割引料

｡エンジヨイパス利用料 ，．

dエンジョイパス割引料(60歳からのスマホPG)
■一一F ＝

ドコ壬Wi-Fi利用料_(spモード)- ､ ･ - . g -_･

キャンペーン割引料（ドコモWi-Fi)

謂籟薪手直肩一童一~~~ ‐~~~‐‐‐ ‐ 7月請求分

ﾕﾆバｰｻﾙｻｰｽ料/塗本 ‘番号あたり咽‘2壼毒と“謹一ﾆｰ - . -→ -- ー ｰ -----＝=二昔_‐一二一 _ －←

端末等代金分割支払金 2回目のご請求です。（全36回）

壼求は20ZZ藷月議迄で､~易割支iﾑ金癖は90, 508円です。

Fぅ認い/d払い(ご利用代金) 7月請求分

ドコモ払い/d払い（ご利用代金／随時決済) 7月請求分

消費税等相当額（合計） 合算表示の料金合計×10%

合計

<NTTドコモからのお知らせ> . ____ , __

○継続利用期間は、6月末で 24年lか月となりました。

Oポインドのお知らせ

6月ご利用分に対する塗迩と型圭-----旦四rrg.________ _ __
~T司珂ｿ進呈の対象になるご利用金額は、. 5,,643円です｡〉

※その他の護得ポイントはWEBをご確認ください。

Oステージのお知らせ

6月末のステージは、 プラチナステージです。

※その他のステージ情報はWEBをご醒認ください。

ご利用期間（6／1～6/30)

カケホーダイプラン（スマホ／タブ）
『
Ｊ
１

Xi･SMS通信料 頭ご緬分一..~~.一~"‐ー．

XiデータSパヅク(4溶量）定額料 ．

ずっとドコモ割プラス（料金割引）
二一一凸 一一一． F -－ 一一一 一 一一一画一一・ -- 一一毎"_＝＝一‘等さぞ

（参考）当月ご利用データ量 2. 1G (通信速度制限含む）

Spモ.--ド利用料~‐‐．‐．~.~．‐‐‐‐ ．“‐‐．‐ ．‐
あんしんセキュリティ利用料

ケータイ補償サービス利用料(500)､

あんしん遠隔サポート利用料

あんしんパヅクモバイル割引

ケータイお探しサービス利用料

ｹこﾆﾀｲお探しｻｰピｽ割引料
ドコモW.i-Fi利用料(spモード）

キャンペーン割引料（ドコモWi-Fi)

docomo wi th適用額

ユニバーサルサービス料／基本

消費税等相当額（合計）
Ⅱ＝

1番号あたり3円のご詞求となります

合算表示の料金合計X10%

合計
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－壷T革~雨嘉葱可お客様電話番号等
BILLING NUMBER 一

請求年 月
MONTHOF ISSUE

■■■■■■■■■■■■■■■

マ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

◇基本使吊料等圓）

5〃700

◇通話料･通信料儲）
L 宇 口 E-r

444

◇その他ご利用料金等勵
● 記

306

◇消費税等相当額師一

◇合計
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<NTT ｺﾓからのお知らせ＞

O鯉統利用期間は、6月末で 19年3か月となりました。

Oカケホーダイ／ライトプランご契紺期間は6月末で1年10か月となりました。

O胡イントのお知らせ ‐

6月ご利用分に対する渡得ポイントは、 500です。

(ポイント進呈の対象になるご利思金額は、・ 5う153円です。）
※その他の獲得ポイントはWEBをご確認ください。

○ステージのお知らせ

6月末のステージは、 プラチナステージです。

※その他のズテニジ情報はWEBをご確認ください。

ご利用期間(6/1=6/30)

戸建一タイプA/西

（参考)plala利困 ．
F■ ■

ドコモ光電爵基本使用料 光電話番号:0545=73-0333

国内通話料 ・ 5月ご利屈分

ダプルチャネル

追加番号

ユニJR-ｻﾙｻ÷ビス料/基本‘~・・‐

● 6

1契約

‘ 1番号あたり3円のご扇求となりぎす

ユニバーサルサービス料／基本（追加番号）1番号あたり3円のご請求となります
、,弓“ _ 今 害, ･吾.由． -- .’』．『｡

消費税等相当額（合計）

合計 ． ‐

合算表示の料金合計×10%
ー q ＝
←

、 P ＝

z

<NTTドコモからのお知らせ> ~ ･ . ･

○継続利用期間は、6月末で
やて■二 ■ 再 一ヤー ーム ー T

Oドユモ光／戸建のご契約期間は6月末で

○ポイントのお知らせ

3年4か月となりました。

1年型か月どなりまUだ『 。 ‘

~6月ご利溺錨す-ろ霊得ポｲﾝﾄは､ .600です。．
（ポイント進呈の対象になるご利用金額は､
→ ~ 守一~q ~ー~一 一一 F←甦一壹守寺宝で－，

※その他の頚得謂イントはWEBをご確認くださ鰹

○ステージのお知らせ
一 F

6月末のステこジは、‘

6, 450円です。 ）

、

‐ プラチナステージです。

※その他のステージ情報はWEBをご確認ください。
、
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